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令和３年 ３月  

流  山  市  
  

令和２年８月２８日　　令和２年度第３回流山市福祉施策審議会　　資料番号２－１



 

 

－ 構 成 － 

   第１編 総論 計画の策定  

第１ 計画策定の背景と趣旨   

１ 計画策定の背景と趣旨など を記載します           

   

第２ 流山市における障害者の状況  

１ 身体障害者の状況など を記載します 

 

第３ 第５次障害者福祉計画の振り返り  

１ 施策分野の評価など を記載します  

２ 流山市の今後の取り組むべき主な課題とポイントなど を記載しま

す 

  

第４ 計画の目標  

１ 計画の基本理念など を記載します  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

第２編 各論 施策の展開  

第１章 安全・安心な生活環境の整備  

１ 道路・交通のバリアフリー化の促進   

２ 公共施設等のバリアフリー化の促進    

３ 住宅改造の推進    

４ 防災、防犯対策の推進      

  

第２章 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実  

１ 広報活動の充実   

２ 情報バリアフリー化の推進  

３ 手話通訳者の養成・派遣の促進   

４ 要約筆記者の養成・派遣の促進   

５ 「障害福祉の案内」の充実・配布  

  

第３章  差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

１ 障害を理由とする差別解消の推進   

２ 権利擁護の推進  

３ 啓発活動の充実 

４ 福祉教育の充実 

５ 交流機会の拡大 

６ 手話言語条例の普及促進 

  

第４章 自立した生活の支援・意思決定支援の推進  

１ 相談支援体制の充実  

２ 地域生活への移行支援 

３ 日中活動の場・住まいの場の充実 

４ 在宅福祉サービスの充実 



 

 
 

５ 障害児支援の充実 

６ 地域生活支援拠点の充実 

７ 身体障害者補助犬への理解促進  

８ 地域福祉の推進 

  

第５章 保健・医療の推進  

１ 健康都市宣言・健康づくりの推進 

２ 医療福祉サービスの充実 

３ 医療的ケアが必要な児童への支援体制の充実 

４ 乳幼児期における疾病や障害の早期発見 

５ 精神障害者のための地域ケアネットワークの充実 

 

第６章 雇用・就業、経済的自立の支援  

１ 就労や雇用の場の確保 

２ 就労施設利用者の支援 

３ 経済的自立の支援 

  

第７章 療育・教育の充実  

１ 保育・就学前教育の充実  

２ 学校教育の充実 

３ 児童発達支援センターの充実 

４ 障害児の保育等の充実 

 

第８章  文化芸術活動・スポーツ等の振興 

１ 文化・スポーツ活動の推進  

 

資 料 編  

流山市福祉施策審議会 諮問書・答申書（写し）などを掲載します。
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 第３章 第５次障害者福祉計画の振り返り 

 

令和３年度から始まる第６次流山市障害者計画を策定するにあたり、ＰＤＣＡサイ

クルの導入により、第５次障害者計画について次のように評価します。 

 

１ 施策分野の評価 

 

 

（１）啓発・広報の充実 

障害者に対する理解と認識を深めてもらうため、市民まつりや障害者週間、講演会

等のイベントを開催し、障害者理解を深める機会を設けました。また、ハートプラス

マーク等障害者マークの周知、「障害者福祉の手引き」、各種パンフレット等、市ホー

ムページを活用することにより、市民が必要とする情報の提供に努めました。 

 

 

（２）生活支援サービスの充実 

市内３つの相談支援事業所が中心となり、障害者及び家族が身近に相談できるよ

う努め、障害者に応じた支援を進めました。 

また、障害者差別解消法の普及・啓発のため職員向けの対応要領を策定し、理解

を深めるため説明会を行った。障害者の尊厳を守るべく、障害者虐待の事案につい

て迅速に対応しました。 

障害者が生まれ育った地域で親亡き後も安心して生活できるよう、グループホー

ムを整備しました。また、グループホームに対し運営費の補助、入居者には家賃補

助をし、グループホームの運営の安定と利用促進に努めました。 
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（３）生活環境の整備 

市内各公共施設・歩行空間のバリアフリー化を行い、市内路線バスについて１０

０％低床バスを導入できました。 

 

（４）子育て・教育の充実 

本市の人口増、とりわけ１８歳未満人口著しい増加により、障害児のサービスの

需要が増え、それに対応できるよう障害児通所支援の事業所が充実してきました。 

市の児童発達支援センターにおいては、就学前の障害児に対し、障害児通所支援

や児童デイつばさ、専門的な相談支援を行う療育相談事業や幼児ことばの教室等の

障害児の早期療育を実施してきました。また、平成３０年度から作業療法士を配置

し、さらに平成３１年４月には定員を３０名から４０名に増やすなど、支援の充実

を図りました。 

小・中学校では、特別支援学級等のニーズを就学相談・関係機関・学校からの情

報により把握し、新設・増設に努めました。また、学習サポート教員・指導員を確

保し、研修会なども行い特別支援教育に対する理解を深めた。 

 授業において、白杖や車いす体験、手話講習会、パラリンピック選手の講話や実技

講習会を行いました。 

 

（５）就労支援・雇用の促進 

就労を目指している障害者に対し、就労支援施設利用者への支援として、「障害者

支援施設等通所交通費の助成」「障害者等就労支援施設利用者負担金助成」を行いま

した。 

また、就労支援センターにて、職業準備訓練、就労支援、職場定着支援、就労後支

援など、きめ細やかな支援を行いました。 

障害者優先調達推進法の取り組みについては、年々実績額が上がっています。 
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（６）保健・医療の充実 

令和２年８月から、重度障害者医療費助成制度について、精神障害者保健福祉手帳

１級交付者が全額助成になるよう、給付内容の拡充を行いました。 

また、各種公費負担医療制度（自立支援医療等）について、制度の周知を図りまし

た。 

精神障害者入院医療費助成制度を引き続き実施し、経済的負担の軽減を図りまし

た。 

 

（７）情報・コミュニケーションの促進 

平成３１年４月に手話言語の普及の促進に関する条例が施行され、手話の普及に取

り組みました。聴覚障害者からの要望に応え、手話通訳者を週５日設置しました。 

また、身体障害者福祉センターにおいて手話通訳者及び要約筆記奉仕員の養成に取

り組んできました。 
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２ 流山市の今後の取り組むべき主な課題とポイント 

 

 

第５次障害者計画の評価と、令和元年１２月から令和２年１月にかけて実施したアンケート

調査を踏まえ、今後市が取り組むべき課題について次のように定めました。 

 

＜課題と対応について＞ 

（１）親亡き後の居住の場及び在宅福祉サービスの充実 

第５次障害者計画では、障害者が安心して生まれ育った地域で生活できるよう、グループ

ホーム等を整備し、住まいの場を充実させましたが、アンケート調査の結果を見ると、日中活

動の場、親亡き後残された障害者の生活の場の確保への不安の声があり、今後も重要な課

題となっています。 

したがって、学校を卒業した後の日中活動の場（生活介護等）及びグループホーム等のさ

らなる充実と、重度障害者にも対応した施設の充実を図る必要があります。 

また、合わせてグループホーム利用者に対する家賃補助制度、運営費補助制度の継続と

グループホームの質的・量的な充実を進めます。 

障害者が在宅で生活する上での福祉サービスの充実を求める声も多いです。障害者総

合支援法に基づく介護給付費・訓練等給付費、地域生活支援事業の適正な支給、福祉手

当・福祉タクシー券・自動車燃料券の支給などを行い、在宅での生活を支援してまいります。 

 

 

（２）相談支援・権利擁護体制の確立、障害に対する理解 

障害者が地域の中で安心して生活していくためには、悩みや不安を抱えた時、身近な場

所で気軽に相談できる相談場所が必要となります。第５次障害者計画では、障害者の地域

生活の実現を目指し、障害者の皆さんが、地域の中でより身近に、無料で相談できる事業所

を市内３カ所設置し支援をしてきましたが、当事者の声として、相談支援体制のさらなる充実
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を求める声が多いのが現状です。今後もさらに相談支援体制の充実を目指し、何でも相談

できるよう努めます。 

さらに、障害者の権利擁護体制を確立するべく、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」、「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律（障害者差別解消法）」、成年後見制度について周知・推進してまいります。 

また、発達障害・精神障害に対する理解不足を感じている障害者が多いのも現状です。障

害者虐待防止法、障害者差別解消法と併せて、障害に対する啓発活動を推進いたします。 

 

 

（３）災害時における障害のある人への支援体制の整備 

令和元年１０月の台風１９号による被害は記憶に新しく、近年の台風・大雨等による災害の

激甚化により、全国的に障害者のような配慮が必要な方への避難所での情報保障や心のケ

ア、受け入れ体制の整備などを求める声が多くなっています。また新型コロナウイルス感染

症への対応など、様々な課題があります。 

 

 

（４）学校教育における障害児のための施策の展開 

 学校教員の障害に対する理解、ひとりひとりの子どもの能力や障害に応じたサポート、就学

相談や進路相談など相談体制の充実など、子どもが学ぶための環境の充実を求める声が多

くなっています。教育委員会が中心となり、支援の充実を図ります。 

 

 

（５）障害児のための施策の展開 

本市の人口増、とりわけ１８歳未満人口の著しい増加に伴い、障害のある児童も増えてい

ます。障害の早期発見・早期対応ができる相談窓口の充実、障害児への障害児通所支援

（児童発達支援・放課後等デイサービス）の充実、また家族への心理的なケアを求める声も

多くなっています。特に障害児通所支援を利用するにあたっての障害児相談支援（ケアプラ

ン）を作成できる事業所、相談支援専門員が少ないことから、増やす必要があります。 

市唯一の「児童発達支援センター」のさらなる充実を図ります。 
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（６）就労支援の充実 

就労を目指している障害者に対しては、引き続き「障害者支援施設等通所交通費の

助成」「障害者等就労支援施設利用者負担金助成」を行います。 

就労をしていない障害者も含め、障害者が就労する上で必要な条件は、障害にあった仕

事であること、周囲の障害に対する理解があることが挙げられています。障害者ひとりひとり

の能力・希望に沿った就労ができよう、支援をしてまいります。また、市就労支援センターで

は、「就労パスポート」を活用し、より障害者ひとりひとりに合った就労をサポートするととも

に、就労した障害者が職場に定着できるよう、就労後支援も行います。 

なお、一般に「福祉的就労」と呼ばれる就労においては、障害者の工賃水準が依然低い状

況にあります。障害者優先調達推進法に基づき、市の発注する役務等について積極的に発

注がなされるよう、市の期間への周知を図ります。 

 

 

（７）情報アクセシビリティの向上 

 障害者が地域で生活していく上で、何でも相談できる相談体制の充実とともに、情報提供

の充実についても重要なこととなっています。障害者がどこから情報を得ればいいかわらな

い、またどんな障害にも対応した情報提供を求める声が多いです。 

 市から発信する情報については、市広報・ホームページ・パンフレット・案内板等、あらゆる

形態での情報発信について、どんな障害でも障害者が知りたい情報に辿り着けるよう努め

てまいります。 

 また、手話通訳・要約筆記の派遣を引き続き行い、意思疎通支援事業の推進をしてまいり

ます。 
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 第１章 安心・安全な生活環境の整備 

障害のある人が地域で安全・安心に生活するには、居宅における日常生活、外出先

において、様々な社会的障壁を取り除く必要があります。 

安心・安全で快適な生活環境の場を整備するために、住宅・公共施設・公共交通機

関等においてバリアフリー化を推進するとともに、地域における防犯体制の構築を図

る必要があります。 

 

 

１ 道路・交通のバリアフリー化の促進 

 

 

［現状と課題］ 

障害者を対象としたアンケート調査によると、障害者が外出するために必要なこと

は、公共交通機関を利用する際の運賃の割引き、介助者の支援を除き、道路の段差解

消や歩道整備等の環境整備が必要となっています。 

障害者が安全に市中を移動するために、道路・歩行空間のバリアフリー化を推進し

ます。 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

公共交通のバ

リアフリー化 

市内の路線バスは全て車両の低床化を達成し

ていますが、新規路線について、バス事業者に

働きかけます。 

まちづくり推

進課 

歩行空間のバ

リアフリー化 

歩行者の安全性向上のため、現在行っている

新設・改良工事において歩道整備等を行いま

す。 

歩道等の整備等においては、交通弱者といわれ

る方々に配慮した道路整備に努めます。 

道路建設課 

市街地の整備 つくばエクスプレス沿線整備事業について、障

害者が安全で生活しやすい道路や歩道整備を進

めています。 

まちづくり推

進課 
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２ 公共施設等のバリアフリー化の促進 

 

 

［現状と課題］ 

市内公共施設については、公共施設等管理計画の内容を基に、個別施設計画にて計

画的に改修を行っています。既存の公共施設は、１００％バリアフリー化になってい

ませんので、施設の改修時にバリアフリー化を行います。 

 

 

 

３ 住宅改造の推進 

 

 

［現状と課題］ 

障害者が住み慣れた地域で生活するための基本となるのは住居です。バリアフリー

化されていない住居について、住宅改造費助成事業を適切に利用されるよう、周知・

促進いたします。 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

既存施設のバリ

アフリー化 

既存の公共施設の改修計画に併せ、施設のバ

リアフリー化を促進します。 階段に手すりやノ

ンスリップの設置を促進します。 

消防本部・中央消防署の新設に伴い、ユニバ

ーサルデザインを採用し、市民が利用しやすい

開かれた施設整備を進めます。 

各施設担当課 

 

財産活用課 

 

公民館 

 

博物館 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

障害者及び高

齢者への住宅

改造費助成事

業の周知・促

進 

障害者及び高齢者への住宅改造費助成事業の

周知・促進 

障害者支援課 



 

- 9 - 
 

４ 防災、防犯対策の推進 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、災害時においてひとりで避難ができないと応えた人は全

体で４１．０％にのぼり、災害時の避難体制の重要さが伺えます。 

近年の台風・大雨による災害の激甚化により、障害者が避難所において安心して過

ごせるよう、日頃からの体制づくりが必要です。 

また、地域で安心して生活するために日常的な防犯体制の構築が必要です。 

 

 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

地域防災体制の

充実 

大規模な災害が発生した場合は、「流山市災害対

策本部」を設置して、災害対策活動を行いま

す。 災害時には、「安心メール」等により聴覚

障害者等に避難情報や被害情報の提供を行いま

す。 自治会等による防災訓練に当事者自らの

参加を積極的に推進します。日頃から安心メー

ルのシステム管理と登録者数増加の啓発を行い

ます。 

防災危機管理

課 

 

防災行政無線更

新事業 

災害時情報伝達手段への一斉送信機能の導入 
防災危機管理

課 

災害時の支援体

制の整備 

家族や身近な支援者の協力により、障害者が災

害等に遭遇した時の避難体制を整備します。ま

た、支え合い活動名簿を活用し、地域における

見守りや避難支援を行います。 

社会福祉課 

地域防犯体制の

推進 

自治会等による地域での防犯パトロールに、当

事者自らの参加を積極的に推進します。 
コミュニティ

課 
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 第２章 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

 

障害者が地域で暮らして行く上で、情報収集は欠かせないものです。個々の障害の

特性に応じた情報の発信・提供の充実を図り、障害者の自立と社会参加を支援しま

す。 

 

１ 広報活動の充実 

 

 

［現状と課題］ 

市からの情報発信は、主に「広報ながれやま」と「市ホームページ」にて行ってい

ます。この２つの手法について、どんな障害の人でも知りたい情報が得られるよう内

容を充実させる必要があります。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

ホームページの

活用 

現代社会において、ＩＴの活用は非常に有効な

ものであり、市からの情報発信においても、ホ

ームページの活用は誰もが簡単に情報の取得が

できるものです。市ホームページはどんな人で

も分かりやすいユニバーサルデザインを意識

し、特に視覚障害者にも対応できるものとなる

よう充実を図ります。 

秘書広報課 

声の広報の提供 点字の読み取りができない視覚障害者にとって

音声による情報取得は重要であることから、朗

読のボランティア団体が製作した音声による広

報、又はメールにてテキストデータを提供しま

す。  

防災情報など重要な情報提供は、点字や uni-

voice(音声コード)などコミュニケーションに

障害のある人に配慮した情報提供を推進しま

す。 

秘書広報課 
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２ 情報バリアフリー化の推進 

 

 

［現状と課題］ 

障害者が知りたい情報を得る手段として、家族などの他にスマートフォンを含むイ

ンターネットを利用している人の割合が多く、テレビ・新聞などを上回っています。 

情報を得るための重要な手段である医インターネットの利用について、どんな障害

の方でも利用できるようサポートする必要があります。 

 

 

 

３ 手話通訳者の養成・派遣の促進 

 

 

［現状と課題］ 

手話を必要とする聴覚障害者にとって、その情報を提供する手話通訳者・要約筆記

者の要請は欠かせないものとなります。市では講座の開催等で普及に努め、これらの

人材の養成を行う他、現在障害者支援課に週５日設置している手話通訳者を引き続き

設置します。 

点字広報の提供 視覚障害者にとって点字は、大事な情報取得手

段の一つとなります。点訳のボランティア団体

が製作した点字による広報を提供します。 
秘書広報課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

ＩＣＴ利用の推

進 

障害者のためのパソコン講習会を開催します。 
障害者支援課 

ＩＣＴ関連の日

常生活用具の給

付 

上肢機能障害者や視覚障害者のための、パソコ

ンの周辺機器や専用ソフトのＩＣＴに関わる日

常生活用具を給付します。 
障害者支援課 
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４ 要約筆記者の養成・派遣の促進 

 

 

［現状と課題］ 

手話を必要とする聴覚障害者は、文字での情報取得も有効な情報取得のひとつとな

ります。 

手話通訳者とともに要約筆記者の養成に努めます。 

 

 

５ 「障害福祉の案内」の充実・配布

 

 

［現状と課題］ 

障害者が受けられる制度・サービス・手当等についての内容を冊子にした「障害福

祉の」案内を障害者手帳交付時を中心に配付しています。また、市ホームページにも

事業名 事業内容と目標 実施主体 

手話通訳者の養

成 

手話通訳を必要とする聴覚障害者のニーズに応

えるため、手話通訳のできる人材を養成しま

す。 

障害者支援課 

手話・要約筆記

の普及 

聴覚障害者の理解と交流を深めるため、手話・

要約筆記の講座の開催や手話通訳者、要約筆記

者の派遣を充実させ、普及に努めます。 
障害者支援課 

手話通訳者の設

置 

障害者支援課内に手話通訳者を週５日設置し、

各種手続き、相談等の情報保障及び聴覚障害者

とのコミュニケーションの充実に努めます。 
障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

要約筆記者の養

成 

要約筆記を必要とする中途聴覚障害者のニーズ

に応えるため、要約筆記のできる人材を養成し

ます。 

障害者支援課 
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掲載をしています。年度途中においても内容を適宜見直し、情報は常に最新のものを

記載します。 

 

  

事業名 事業内容と目標 実施主体 

「障害福祉の案

内」の充実・配

布 

障害福祉の案内」の内容を充実し、市民及び障

害者支援に係る関係機関に提供することで、市

民が必要とする情報を提供します。 また、各

障害者団体が発行している機関誌を窓口に設置

し提供することで、障害者理解の促進を図りま

す。 

障害者支援課 
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第３章 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

障害者差別解消法や障害者虐待防止法など、障害者の権利擁護のための法整備は進

んできていますが、社会に浸透しているとは言えず、障害に対する市民の理解も十分

ではありません。 

日常生活・社会生活のあらゆる場面において、障害を理由とした座別の解消に向

け、市民に対し啓発・周知するとともに、相談体制の充実を図ります。 

また、平成３１年４月に施行された「手話言語条例」の普及に向け、各種事業を展

開します。 

 

 

１ 障害を理由とする差別解消の推進 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、障害を理由とした差別を受けたことがある人の割合は、

全体では１５．６％ですが、障害の種別によっては、３０％近くに上るものもありま

す。また、「障害者差別解消法」については７０．０％の人が「知らない」と答えて

ており、認知度が低いことが伺えます。今後の施策の重要度についても、「差別や偏

見をなくすための人権教育や広報活動の充実」を挙げている人が多いです。 

障害を理由とした差別のない社会、あらゆる障害への理解について、さらに周知を

進める必要があります。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

障害者差別解消

法の普及・啓発 

平成２５年６月に公布された障害者差別解消法

に基づき、流山市の障害を理由とする差別の解

消に関する施策の基本的な方向を定める「基本

方針」及び当該行政機関等、当該分野における

障害を理由とする不当な差別的取扱いになるよ

うな行為の具体例や合理的配慮として考えられ

障害者支援課 
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２ 権利擁護の推進 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、「障害者虐待防止法」については、５６．４の人が「知

らない」と答え、成年後見制度については４２．５％の人が「知らない」と答えてお

り、障害者の権利擁護について認知度が低いのが現状であるのと、今後の施策の重要

度についても、「自分の生活、財産、権利を守ってくれるサービスの充実」を挙げる

人が多く、障害者の権利擁護に関心が高くなっています。 

特に障害者虐待については、迅速な対応が求められています。 

る好事例等を示す「対応要領・対応指針」の策

定に取り組み、その普及・啓発を推進します。 

障害のある人も

ない人も共に暮

らしやすい千葉

県づくり条例の

普及・啓発 

全国初の障害者の権利に関する条例の趣旨の普

及・啓発のためのパンフレットを配布し、障害

者にやさしいまちづくりを目指します。  

地域相談員 １０人（千葉県委嘱） 

障害者支援課 

精神障害に対す

る理解の促進 

市民に向けた講演会や地域で生活する精神障害

者を支える仕組みを作る働きかけを行い、精神

障害に対する理解の促進に努めます。 
障害者支援課 

発達障害に対す

る理解の促進 

発達障害に対する理解の促進 

障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

障害者虐待防止

対策 

障害者虐待防止法に規定された障害者虐待防止

センターを障害者支援課内に設置しています。  

障害者に対する養護者、施設従事者、使用者か

らの虐待の通報・届出があった場合は早期に事

実確認を行い、必要に応じて本人の一時保護等

障害者支援課 
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３ 啓発活動の充実 

 

 

［現状と課題］ 

障害者への差別をなくす施策、権利擁護の他、障害に対する理解の啓発が重要で

す。 

市では障害者マークの周知、講演会、市職員への研修などあらゆる機会で障害者へ

の理解を深める施策を推進します。 

の安全確保と不安解消を第一に早期解決を行い

ます。  

また、障害者虐待防止センターのＰＲに合わせ

て障害者虐待防止の理解促進を進めます。 

成年後見制度 講演会や相談会の実施により成年後見制度の普

及・啓発を図ります。（成年後見制度活用促進

事業）  

障害により物事の判断が不十分で家族の支援が

受けられない場合、障害者の権利を守る支援を

行います。 

障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

障害者週間の充

実 

毎年１２月３日～１２月９日の障害者週間にお

いて、障害者団体連絡協議会、市内福祉施設等

の連携のもと、各団体の活動の紹介や作品等が

展示できる場所を確保し、一般市民に障害者に

対する理解の促進を図ります。 

障害者支援課 

障害者マークの

周知 

市窓口において、障害者のマークについて記載

された「障害福祉の案内」を随時配布し、講習

会や講演会などの機会に、補助犬マーク、オス

トメイトマーク、ヘルプマーク等のパンフレッ

トを配布することで障害者マークの周知を図

り、障害者への理解を促進します。 

障害者支援課 
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４ 福祉教育の充実 

 

 

［現状と課題］ 

障害者への理解を深めるためには、子どもの頃の体験・学習が重要なものとなりま

す。学校での授業を通じて障害への理解を深めます。 

 

 

 

 

 

 

障害者に対する

理解を深める講

演会の充実 

障害者福祉センターにおいて、一般市民に対す

る障害者理解のための講演会を開催します。民

生委員・児童委員の研修会や各団体が開催する

講演会等に市職員が講師として参加し、また、

出前講座等の機会を通じて、地域の中で生活す

る障害者に対する理解を促進します。 

障害者支援課 

市職員に対する

研修・啓発 

新規採用職員向けに研修を通じて、障害者に対

する理解及び対応の習得に努めます。 人材育成課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

体験学習の実施 児童・生徒が障害者に対する正しい理解と認識

を深めるため、手話や車いす体験等の疑似体験

をすることで障害者に対する理解を深めます。 

指導課 

福祉の授業 体験学習、施設訪問を通して福祉の理解を深め

たり、生活の中にある点字ブロックや音の出る

横断歩道などの役割を考えることで、福祉に関

する知識を学び、障害者と触れあうことで心情

豊かな人間性をはぐくむ生徒を育てます。ま

た、メンタルヘルスについての学習の機会を設

け、障害に対する理解を深めます。 

指導課 

 

障害者支援課 
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５ 交流機会の拡大 

 

 

［現状と課題］ 

健常者が障害の理解を深めるうえで、障害者との交流は欠かせないものでありま

す。障害者団体との交流等で障害者への理解を深めます。 

 

 

 

６ 手話言語条例の普及促進 

 

 

［現状と課題］ 

平成３１年４月に「流山市手話言語の普及に関する促進に関する条例」が施行され

ました。手話の普及促進に向け各種事業を行います。 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

障害者団体との

交流 

地域に密着した福祉まつりを開催し、手話コー

ラスや模擬体験（車いす体験、視覚障害体験）

等をとおし、障害者との交流を深めることで障

害者に対する理解と、福祉に関する啓発活動を

行います。各団体が主催するバザーや模擬店を

支援し、障害者と市民との交流を図ることで、

障害者や福祉に関する啓発活動を行います。 

障害者支援課 

福祉バザーの開

催 

各団体が主催するバザーや模擬店を支援し、障

害者と市民との交流を図ることで、障害者や福

祉に関する啓発活動を行います。 

障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

手話言語条例の

普及促進に向け

た各種事業の展

開 

平成３１年４月に施行した手話言語条例の普及

促進に向け、各種事業を展開します。 

障害者支援課 
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第４章 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

 

平成１８年に施行された障害者自立支援法では、障害者の自己選択と自己決定に

よる障害福祉サービスの利用が始まり、平成２５年には障害者自立支援法が障害者

総合支援法へと変わり、今まで支援を受けられなかった発達障害や障害者手帳の対

象とならない難病患者も必要な福祉サービスが受けられるようになりました。 

障害者が地域で生活していくためには、障害者の自ら選択して福祉サービスが受

けられるような相談体制と福祉サービスの提供体制の整備が必要となります。 

 

 

１ 相談支援体制の充実 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、今後の施策の重要度について「何でも相談できる窓口な

ど相談体制の充実」を求める人が３２．８％と非常に高い割合であり、相談体制の強

化は最も重要な施策であります。 

市内３か所の相談支援事業所を中心とし、障害者が気軽に何でも相談できるように

します。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

相談支援事業所

の配置と活用 

障害者の包括的支援をするために、基幹相談支

援センターの設置、市内の地域ごとに相談支援

事業所を 3 か所設置し、障害者本人及びその

家族が身近な場所で日常生活の様々な課題につ

いて、無料で相談ができるようにします。 

障害者支援課 
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２ 地域生活への移行支援 

 

 

［現状と課題］ 

施設や病院での生活が長かった障害者が地域で生活するためには、様々な支援が必

要となります。 

 

相談体制の充実 基幹相談支援センター、相談支援事業所、指定

特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業

所、地域生活支援拠点等により、より身近に日

常生活の相談に応じられるよう連携を図りま

す。 

障害者支援課 

障害者相談員の

配置 

障害者ご本人又はその保護者である障害者相談

員（身体障害者相談員、知的障害者相談員）を

活用し、障害者の日常生活の悩みなどの相談支

援を行います。身体障害者相談員 ７人知的障害

者相談員 ２人 

障害者支援課 

障害者相談員に

よる各種相談 

障害者ご本人又はその保護者である障害者相談

員（身体障害者相談員、知的障害者相談員）を

活用し、障害者の日常生活の悩みなどの相談支

援を行います。地域福祉の推進を図るために健

康福祉センターごとに設置されている中核地域

生活支援センターとの連携を図り、専門的な相

談や困難事例の支援を行います。生活の悩みな

どの相談支援を行います。 

障害者支援課 

中核地域生活支

援センター等と

の連携 

地域福祉の推進を図るために健康福祉センター

ごとに設置されている中核地域生活支援センタ

ーとの連携を図り、専門的な相談や困難事例の

支援を行います。 

障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

施設や病院から

グループホーム

等への地域生活

に移行促進 

サービス事業者との連携により、社会資源を活

用しながら円滑に地域生活へ移行できるよう促

進します。 
障害者支援課 
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３ 日中活動の場・住まいの場の充実 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、学校を卒業した後の日中活動の場の確保、障害者の保護

者は誰もが親亡き後の不安を抱えています。 

これらのニーズにこたえるべく、生活介護等日中活動ができる場所の整備、住まい

の場であるグループホームの確保が必要となっています。 

 

 

 

 

４ 在宅福祉サービスの充実 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、今後重要だと思う施策について、「自宅での生活を支援

する在宅サービスの充実」を挙げている人が２３．７％となっており、障害者が住み

慣れた地域で生活をしていく上で重要なものであることがわかります。 

障害者総合支援法に基づく居宅介護や重度訪問介護、補装具費の支給、日中一時支

援事業や日常生活用具の支給など地域生活支援事業を個々の障害者のニーズに合った

ものを支給し、在宅での生活を支援します。 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

重度の障害者の

施設（生活介

護）支援、グル

ープホームの充

実 

親亡き後の不安を解消するため、地域における

障害福祉サービスの提供体制の整備、グループ

ホームの充実を図ります。 障害者支援課 
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５ 障害児支援の充実 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、本市の１８歳未満人口の著しい増加も相まって、障害児

の福祉サービスへの需要が高まっています。 

 児童発達支援等のサービスを利用するにあたり、障害児計画相談の作成が必要にな

りますが、計画を作成する相談支援専門員が不足している現状があります。 

 

 

 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

ホームヘルプサ

ービス・ショー

トステイサービ

スの充実、補装

具・日常生活用

具の支給 

居宅における食事等の介助、調理、洗濯等の生

活全般にわたる援助やその他の理由により短期

間において施設への入所、補装具、日常生活用

具を必要とする方に日常生活の支援を行いま

す。 

障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

児童発達支援・

放課後等デイサ

ービス・保育所

等訪問支援の充

実 

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所

等訪問支援の充実。 

障害者支援課 

障害児相談支援

の充実 

増加する利用者に対応し、サービス利用を含め

た相談ができるよう障害児相談支援の充実を目

指します。 

障害者支援課 

発達障害に対応

した相談体制 

発達障害に対応した相談体制 
障害者支援課 
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６ 地域生活支援拠点の充実 

 

 

［現状と課題］ 

障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相

談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体

制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全

体で支えるサービス提供体制を構築します。 

 

 

 

７ 身体障害者補助犬への理解促進 

 

 

［現状と課題］ 

身体障害者補助犬についての理解促進を引き続き推進します。 

 

 

 

 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

地域生活支援拠

点の充実 

障害者の重度化や高齢化、親亡き後を見据えた

居住支援のための機能を持つ場所や体制を充実

します。 

障害者支援課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

身体障害者補助

犬への理解の促

進 

市窓口、イベント、行事等の機会を通して、身

体障害者補助犬の病院や飲食店等への同伴の理

解に対するパンフレットとシールを配布するこ

とで、障害者が生活しやすい環境づくりを推進

します。 

障害者支援課 
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８ 地域福祉の推進 

 

 

［現状と課題］ 

障害者を支援するには、行政機関のみならず、地域での支え合いが必要です。その

ために、障害者団体・ＮＰＯとの連携、ボランティアの育成が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

ボランティアの

育成・啓発 

障害の特性を理解し、必要に応じてボランティ

ア養成講座を開催することで、ボランティアや

ボランティア団体の育成に努めます。 また、

社会福祉協議会ボランティアセンター、身体障

害者福祉センターによるボランティア活動の広

報やバックアップ研修を実施することで、ボラ

ンティア活動を充実します。 

ボランティア

センター 

 

障害者福祉セ

ンター 

障害者団体の活

動拠点の整備 

自主的に障害者団体が活動でき、会員が気軽に

交流・打ち合わせができる場を整備します。 障害者支援課 

NPO 活動の推進 ＮＰＯ法人との協働・提案型事業により、現在

実施している市民後見人養成講座等の各種講座

の開催や、その他の講演会を後援することで、

ＮＰＯ活動の推進を図ります。 

ＮＰＯ法人 

市関係各課 
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第５章 保健・医療の推進 

 

障害を軽減し、障害者の自立を促進するには、医療やリハビリテーションが重要な

役割を果たしており、身近な地域で対応できることが必要です。医療機関等と連携

し、特に乳幼児期における疾病や障害の早期発見及び治療に努めます。また医師会・

歯科医師会等の関係機関と連携を図り、障害者が医療やリハビリテーションを受けや

すい環境づくりを推進します。 

 

１ 健康都市宣言・健康づくりの推進 

 

 

［現状と課題］ 

障害者の健康維持のために、気軽に相談できる場所、障害者に配慮した健診体制を

作ります。 

 

 

２ 医療福祉サービスの充実 

 

 

［現状と課題］ 

保健医療及び介護保険との連携を図ります。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

障害者の検診体

制の充実 

障害者に配慮した検診体制や健康相談、健康教

育の実施に努めます。 健康増進課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

医療福祉サービ

スの充実 

障害者や介護者のニーズに的確に対応するため

には、保健医療と福祉サービスの連携が必要で 市関係各課 
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３ 医療的ケアが必要な児童への支援体制の充実 

 

 

［現状と課題］ 

医療的ケアが必要な障害児が、地域において必要な支援が受けられるよう関係機関

と連携をし、支援体制を作ります。 

 

 

 

４ 乳幼児期における疾病や障害の早期発見 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、障害の早期発見・早期対応を求める声が多く、それに対

応する身近な相談場所の整備が必要です。 

 

 

 

あることから、保健医療及び介護保険の関連機

関及び部署との連携強化を図ります。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

医療的ケアが必

要な児童への支

援体制の充実 

医療的ケアが必要な児童への支援体制の充実 
障害者支援課 

健康増進課 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

乳幼児期におけ

る疾病や障害の

早期発見 

乳幼児期における疾病や障害の早期発見 健康増進課 

児童発達支援

センター 
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５ 精神障害者のための地域ケアネットワークの充実 

 

 

［現状と課題］ 

精神障害者が地域で安心して暮らせるよう、精神障害者のための地域ケアネットワ

ークを構築します。 

 

  

事業名 事業内容と目標 実施主体 

精神障害者のた

めの地域ケアネ

ットワークの充

実 

保健・医療・福祉・教育の関係機関が連携し、

精神障害者が地域で安心して暮らせるよう、精

神障害者のための地域ケアネットワークを構築

します。 

障害者支援課 
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第６章 雇用・就業、経済的自立の支援 

 

障害者が就労することは、経済的自立や生きがいづくりにつながります。ハローワ

ーク等の機関との連携、就労支援センターを充実させ、障害者個々の特性や能力に応

じた就業機会の拡大に努めます。 

就労の他、障害者が地域で暮らしていく上で経済的な自立は重要なこととなります。

福祉手当・公的医療費助成制度を適切に活用し、障害者の経済的自立を推進します。 

 

 

１ 就労や雇用の場の確保 

 

 

［現状と課題］ 

障害者が地域で自立した生活を送るためには、就労・雇用の場の確保が必要です。

アンケート調査によると、障害者が職場で働くうえ必要なことは、障害に合った仕事

であること、障害に対する周囲の理解などがあげられています。 

 

 

 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

就労・雇用機会

の充実 

市役所をはじめ企業の就労・雇用機会の拡充に

努めます｡また、職場実習の受け入れ企業の拡

充を図り、雇用の定着に努めます｡  

事業主への奨励金の周知と、ハローワーク松戸

や流山高等学園等と連携し、職場実習の受け入

れや雇用の促進に努めます。 

商工振興課 

優先調達の推進 「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者福

祉施設からの物品および役務を調達すること

で、障害者の雇用の確保、工賃の向上に努めま

す。 

障害者支援課 
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２ 就労施設利用者の支援 

 

 

［現状と課題］ 

障害者が意欲を持って就労できるよう、就労支援施設利用者助成及び通所交通費の

助成を行っています。 

また就労支援センターにおいては、就労支援のみならず、就労後の支援についての

充実も図ります。 

 

 

３ 経済的自立の支援 

 

 

［現状と課題］ 

アンケート調査によると、今後重要だと思う施策については「福祉手当・タクシー

券の支給などの経済的支援の充実」を挙げている方が３５．９％おり、障害者が生活

していく上で需要なこととなっています。 

年金・公的医療費負担制度・各種手当等の周知を行い、制度を必要としている人が

適正に受けられることが必要です。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

就労施設利用者

の支援 

就労移行支援及び就労継続支援を受ける施設利

用者の利用費の助成と障害者支援施設に通所し

ている障害者の交通費助成を行います。 

障害者支援課 

就労支援センタ

ーの充実 

就労を希望している障害者に対して、職業準備

訓練・就労支援・職場定着支援・就労相談など

を行い障害者の自立を目指します。 

就労支援センタ

ー 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

年金・手当制

度・医療費公費

負担制度の周知 

障害基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手

当等の各種手当、自立支援医療等の公費負担制 障害者支援課 



 

- 30 - 
 

 

  

度の周知を図り、必要な支援が受けられるよう

に努めます。 

市福祉手当・自

動車燃料券、福

祉タクシー券の

助成等 

市独自の制度である市福祉手当・自動車燃料

券、福祉タクシー券の助成について、対象者が

確実に制度を利用できるよう、適正な制度の運

用に努めます。 

障害者支援課 
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第７章 療育・教育の充実 

 

本市の人口増、とりわけ１８歳未満の人口の著しい状況も相まって、障害のある子

どもの療育・教育への関心が非常に高まっています。 

障害のある子どもに対する理解促進やひとりひとりの子どもに合った療育・教育を

進めるために、関係機関と連携し、療育施設や学校での相談・指導体制の充実を図る

必要があります。 

 

１ 保育・就学前教育の充実 

 

 

［現状と課題］ 

障害児が療育施設等で支援を受けるほか、健常児との交流は、社会性の向上に寄与

するものです。 

 

 

 

 

２ 学校教育の充実 

 

 

［現状と課題］ 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

健常児との交流

事業の推進 

保育所等の健常児と交流を行い、集団活動をと

おして社会性・対人性の向上を目指していきま

す。  

また、幼稚園、保育所との並行通園児には、当

該園との情報を共有し、対象園児のサポートを

していきます。 

保育課 
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アンケート調査によると、障害のある子どもが学ぶための環境について、「先生の

理解を深め、子どもの能力や障害の状態にあった指導をすること」が８７．９％、

「就学相談や進路相談など、相談体制を充実させること」が７４．７％、「施設、整

備、教材を充実させること」が６２．６％の人が回答しているなど、教育への関心・

期待は非常に高いものであります。 

これらの要望に応えられるような施策が必要です。 

 

 

 

３ 児童発達支援センターの充実 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

特別支援教育体

制の推進と充実 

特別支援教育を必要な児童が支援を受けられる

ように、支援システムとして特別支援学級、通

級指導教室（言語指導、情緒指導、難聴指導、

学習障害等指導）を市内小・中学校に設置しま

した。  

障害の状態を踏まえ一人ひとりの特別のニーズ

に応じた支援を行います。  

また、特別に支援が必要な児童や生徒に適切な

教育支援が出来る「学習サポート教員・指導

員」を確保し、体制の充実を図ります。 

指導課 

学びのつながり

支援の充実 

小中学校における特別支援学級、通級指導教室

での学びについての理解を深めることを目的と

して、市内各学校の特別支援学級、通級指導教

室の説明会及び特別支援学級の授業見学会を開

催します。 

 一人ひとりの教育的ニーズに応じた就学先を

提案し、県立特別支援学校の見学会・相談会へ

の案内も行います。 

 療育施設・保育所（園）・幼稚園・認定こども

園での学びを就学先（特別支援学校、小学校）

へ引き継ぐために連携を図ります。 

指導課 

教育・療育施設

の充実 

児童生徒の発達や障害に即した特別支援教育の

充実 指導課 
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［現状と課題］ 

就学前の障害のある子どもの相談・支援について、市唯一児童発達支援センターは

非常に重要な役割です。 

地域で身近に相談できる場としての充実を図ります。 

 

 

 

４ 障害児の保育等の充実 

 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

児童発達支援セ

ンターの充実 

身近な地域の障害児支援の専門機関として、通

所利用の障害児支援だけではなく居宅訪問型支

援、地域の障害児・その家族を対象とした支援

や保育所等の施設に通う障害児対して施設を訪

問して支援するなどの地域支援に対応する中心

的施設です。 

心身の成長や発達に心配のある乳幼児及び児童

に対して、専門的かつ総合的な相談を行い、障

害児の早期発見、早期療育に努めることを目的

としています。また、相談、面接、診察など総

合的な相談をし、利用者が社会的自立と地域生

活が有効に行えるための「サービス等利用計画

書」を作成します。また、特定相談支援事業所

の指定を受け相談支援の充実を図ります。保育

所、幼稚園等を利用中の障害児、又は今後利用

する予定の障害児が、保育所、幼稚園等におけ

る集団生活の適応のための専門的な支援を必要

とする場合に、障害児本人又は訪問先スタッフ

に対して、訪問スタッフが直接を施設訪問し、

支援を行います。 

また、引き続き障害児等療育支援事業（県委託

事業）を行います。 

幼児期の発語の遅れや発音、吃音の状態に対し

て言語聴覚士が専門的立場から症状の解消又は

軽減を行います。 

児童発達支援

センター 
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［現状と課題］ 

本市の共働きの子育て世帯の増加に伴い、障害のある子どもで保育を必要とする子

どもが増えていますが、保育所での受け入れが十分でないのが現状です。保育所だけ

でなく、幼稚園での受け入れも進むよう、体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名 事業内容と目標 実施主体 

幼稚園・保育所

における障害児

の保育等の充実 

障害のある児童で保育が必要、幼児教育を希望

する児童が、保育所・幼稚園を利用することが

できるよう障害児の保育等の充実を推進しま

す。 

保育課 

幼児教育支援

センター附属

幼稚園 
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第８章 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

 

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション活動は、障害者の生活をより豊かにし、

また地域における様々な交流機会を持つことになることから、障害者の希望・個性等

に応じた参加しやすい環境づくりが必要です。 

これらの活動を障害者が気軽にできるよう機会・内容の充実を図ります。 

 

１ 文化・スポーツ活動の推進 

 

 

［現状と課題］ 

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション活動などの体制を充実することは、障害

者の社会参加の促進につながるとともに、障害のある人とない人の相互理解を深める

ことになります。 

特にスポーツの分野においては、２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開

催を控えていることから、障害者のスポーツへの関心が高まっていることが考えられ

ます。 

事業名 事業内容と目標 実施主体 

各種スポーツ大

会への参加促進 

障害者スポーツに対する理解・関心を高めるた

め、障害者団体と連携し、障害者スポーツ大会

等への参加を促進します。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて、女子車いすバスケットボー

ルオランダ代表チームの事前キャンプや交流、

スポーツ用具等の充実化を図り、スポーツ振興

を図っていきます。 

障害者支援課 

 

スポーツ振興課 

障害者レクリエ

ーション活動の

推進 

 

障害者福祉センターを中心に、障害者団体と連

携し、障害者が楽しめる講座やイベントを企画

し、誰もが参加できる行事を実施します。 

障害者福祉セン

ター 

障害者支援課 
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障害者の文化活

動の推進 

障害者福祉センターで行われている講習会等を

はじめ、その他生涯学習に関する情報につい

て、文化活動への関心を高められるよう周知を

図ってまいります。 

障害者支援課 

障害者福祉セ

ンター 

生涯学習課 


